
教 義 第  5 8 1  号   

平 成 2 8 年 ６ 月 2 7 日   

 

◎各 教 育 局 長 
◎小・中学部を置く各道立特別支援学校長 
◎各 市 町 村 教 育 委 員 会 教 育 長 
◎（ 各 市 町 村 立 義 務 教 育 諸 学 校 長 ） 
◎各 教 科 用 図 書 採 択 地 区 協 議 会 長 様 
◎各 教 科 書 セ ン タ ー （ 分 館 を 含 む ） 館 長 
 国 立 大 学 法 人 北 海 道 教 育 大 学 長 
 （ 各 附 属 小 ・ 中 ・ 特 別 支 援 学 校 長 ） 
 各 私 立 義 務 教 育 諸 学 校 長 
 

北海道教育委員会教育長 
 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令 
等の公布・施行について（通知） 

 このことについて、別添写しのとおり、文部科学省初等中等教育局長から通知がありました。 
つきましては、本通知について、各所属職員及び所管する全ての義務教育諸学校、教職員に対し

て周知徹底を図り、今後の教科書採択の公正性・透明性の確保に万全を期すようお願いします。 
 

 
（ 学 校 教 育 局 義 務 教 育 課 義 務 教 育 グ ル ー プ ）  
（学校教育局特別支援教育課学校教育指導グループ）  












































